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○
農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号 
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
○
年
農
林
水
産
省
令
第
○
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
植
物
防
疫
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 

農
林
水
産
大
臣 

鈴
木 

憲
和 

 

 
 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示 

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
植
物
検
疫
証
明
書
が
添
付
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
植
物
防
疫

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
植
物
又
は
検
疫
指
定
物
品
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
を

輸
入
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
機
関
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
植
物
防
疫
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装

置
を
含
む
。
）
に
送
信
さ
れ
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
、

植
物
防
疫
証
明
書
の
添
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
（
二
）
の
規
定
は
、
当
該
記
録
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
」
を
加
え
る
。 

一 

昭
和
五
十
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
一
号
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
乾
草
に
混
入
し
た
む
ぎ
わ
ら
及
び
か
も
じ
ぐ
さ
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属
植
物
の
茎
葉
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
三
の
（
一
） 

二 
平
成
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
十
八
号
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
四
の
（
一
） 

三 

平
成
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
五
十
四
号
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
ゴ
ー
ル
デ
ン
デ
リ
シ
ャ
ス
種
及
び
レ
ッ
ド
デ
リ

シ
ャ
ス
種
の
り
ん
ご
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
三
の
（
一
） 

四 

平
成
十
八
年
農
林
水
産
省
告
示
第
百
十
四
号
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
ば
れ
い
し
ょ
の
生
塊
茎
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
三
の
（
一
） 

五 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
別
表
二
の
付
表
第
二
十
六
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で

輸
入
さ
れ
る
く
る
み
の
核
子
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
令
和
二
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号

）
三
の
（
一
） 

六 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
別
表
二
の
付
表
第
三
十
七
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で

輸
入
さ
れ
る
せ
い
よ
う
す
も
も
及
び
に
ほ
ん
す
も
も
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
令
和
三
年
農
林

水
産
省
告
示
第
千
四
百
二
十
二
号
）
三
の
（
一
） 
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七 

令
和
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
八
十
号
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
フ
ロ
リ
ダ
州
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由

し
な
い
で
輸
入
さ
れ
る
ア
キ
ー
、
ア
セ
ロ
ラ
、
ク
リ
ソ
バ
ラ
ヌ
ス
・
イ
カ
コ
、
ご
れ
ん
し
、
サ
ポ
ジ
ラ
、
ジ
ャ
ボ
チ
カ
バ

、
す
い
し
ょ
う
が
き
、
す
も
も
、
な
が
き
ん
か
ん
、
マ
ン
ゴ
ウ
、
も
も
、
も
も
た
ま
な
、
り
ん
ご
、
か
き
属
植
物
、
に
ん

め
ん
し
属
植
物
、
ば
ん
じ
ろ
う
属
植
物
、
ば
ん
れ
い
し
属
植
物
、
ふ
と
も
も
属
植
物
、
み
か
ん
属
植
物
（
ラ
イ
ム
及
び
レ

モ
ン
を
除
く
。
）
及
び
ユ
ー
ゲ
ニ
ア
属
植
物
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
六
の
（
一

） 

八 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
別
表
二
の
付
表
第
二
十
二
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で

輸
入
さ
れ
る
ネ
ク
タ
リ
ン
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
令
和
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
八
十

三
号
）
三
の
（
一
） 

九 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
別
表
二
の
付
表
第
三
十
九
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
発
送
さ
れ
る
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
、
ス
ウ
ィ

ー
ト
オ
レ
ン
ジ
（
バ
レ
ン
シ
ア
種
、
サ
ル
ス
テ
ィ
ア
ー
ナ
種
、
ラ
ネ
ラ
ー
テ
種
及
び
ワ
シ
ン
ト
ン
ネ
ー
ブ
ル
種
の
も
の
に

限
る
。
）
、
レ
モ
ン
、
エ
レ
ン
デ
ー
ル
、
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ン
、
ノ
バ
及
び
マ
ー
コ
ッ
ト
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
農
林
水
産
省
告
示
第
百
八
十
九
号
）
三
の
（
一
） 
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十 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
別
表
二
の
付
表
第
三
十
八
の
チ
リ
か
ら
発
送
さ
れ
る
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産

大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
農
林
水
産
省
告
示
第
百
九
十
三
号
）
四
の
（
一
） 

十
一 

昭
和
四
十
七
年
農
林
省
告
示
第
七
百
九
十
八
号
（
ハ
ワ
イ
諸
島
産
ソ
ロ
種
パ
パ
イ
ヤ
生
果
実
に
係
る
農
林
大
臣
が
定

め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
三
の
（
一
） 

十
二 

平
成
十
二
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
十
三
号
（
ハ
ワ
イ
諸
島
産
ケ
イ
ト
種
及
び
ヘ
イ
デ
ン
種
の
マ
ン
ゴ
ウ
の
生
果

実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
三
の
（
一
） 

十
三 

平
成
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
二
十
七
号
（
ハ
ワ
イ
諸
島
産
ア
ン
ス
リ
ュ
ー
ム
属
植
物
の
生
植
物
の
地
下
部

に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
五
の
（
一
） 

 

 
 



 

- 5 - 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
三
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


